
体制整備等 ／ 調査等 ／ 地域の活性化 ／ 環境保全地域を変えるための切り口
目 ６次産業化の推進 加工・販売促進 ／ 地産地消 ／ グリーン・ツーリズム
的 担い手の育成 新規就農 ／ 研修・訓練 ／ 労働力確保等 ／ 経営改善 ／ 法人化 ／
別 集落営農 ／ 女性活動支援

機械・施設の整備 施設導入 ／ 機械購入
実施主体別 県 ／ 地域協議会等 ／ 地域経営体等

事業名 青森県型地域共生社会の実現に向けた地域経営確立事業（県単・継続）

アピール 農山漁村の経済社会を支えていく個別経営体や集落営農組織などの地域経営
ポイント 体の経営発展や、地域貢献に向けた取組を支援する。

青森県型地域共生社会の実現に向け、地域経営体のレベ 予算額 64,827（千円）
事 ルアップを図る取組を支援するとともに 「地域経営」の、
業 仕組みの確立に向けたモデル集落及びそれを伴走支援する 国 －
の 中間支援組織の育成に取り組む。 内
趣 県 64,827
旨 訳

その他 －

１ 地域貢献型マネジメント定着事業 補助率 標準事業費
事 市町村でのマネジメント部会の開催や、課題解決に向けた
業 地域提案型の取組を支援 ソフト 補助限度額
の （１）連携・協働の場づくり（必須） 定額 2,000千円/
内 （２）地域共生社会の実現に向けた体制づくり（必須） 地域
容 （３）個別経営体及び組織経営体の育成
等 （４）新規就農者の育成・確保

（５）地域資源の発掘・活用
（６）地域支援サービスの推進
（７）地域コミュニティの再生・強化

２ 地域貢献型経営体レベルアップ推進事業 ソフト 補助限度額
地域経営体等の地域貢献の取組及びそれに向けた経営発展 定額 通常分

の取組を支援 ハード ソフト
（１）地域貢献の取組 1/2 1,000千円

新規就農支援、移住定住対策、コミュニティの活性化、 ハード
生活支援サービス 育児支援 買物支援 高齢者見守り等 1,500千円（ 、 、 ）、
教育・福祉活動（障がい者等の就労促進等 、地域資源・）
生産基盤・伝統文化の保全、環境保全活動、交流人口拡大 特認分
等 ソフト

（２）経営力強化の取組 2,000千円
新作物・ＩＣＴの導入、雇用の拡大、販路開拓等 ハード

2,500千円
３ 中間支援組織支援型モデル集落育成事業

ＮＰＯ等の伴走支援によるモデル集落の育成、集落支援マ
ニュアルの作成、研修会の開催及び有識者によるサポート等

《事業実施主体》
１ 地域協議会等 ２ 地域経営体等 ３ 県

【採択要件】
１及び２については、実施計画の審査に基づき支援対象を選定する。

実施期間 令和３～５年度 担 当 構造政策課 農村活性化グループ
（内線５０６３、直通０１７－７３４－９５３４）
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地域を変えるための切り口 体制整備等 ／ 地域の活性化
目 ６次産業化の推進 加工・販売促進
的 担い手の育成 労働力確保等 ／ 経営改善 ／ 法人化 ／ 集落営農
別 農地の利用集積 農地売買・貸借 ／ 農作業受委託 ／ 規模拡大・集団化

機械・施設の整備 機械購入
実施主体別 その他（集落営農組織）

事業名 集落営農活性化プロジェクト促進事業（国庫・継続）

【集落営農活性化プロジェクト促進事業】

アピール 集落営農組織の活性化に向け、ソフト・ハード両面で支援する。

ポイント

集落営農における活性化に向けたビジョンづくりや人材 予算額（千円） 10,000

事 の確保、新たな作物の導入等の取組を支援する。

業 国 10,000

の 内

趣 県 －

旨 訳

その他 －

補助率 標準事業費

事 １ ビジョンづくりへの支援

業 集落営農の目指す農業の姿と具体的な戦略の検討、集落内 定額 補助限度額

の 又は近隣集落等との合意形成を支援（支援期間：最長５年） 1,000万円

内 以内/集落

容 営農組織

等 ２ 具体的な取組の実行への支援 （予定）

（１）取組の中核となる人材を確保するため、候補となる若者 定額 100万円

等を雇用する経費（賃金等）（最長３年間） 上限/年

（２）収益力向上の柱となる経営部門の確立等のため、高収益 定額

作物の試験栽培、加工品の試作、販路開拓などに取り組む

経費

（３）信用力向上等に向けた組織の法人化に必要な経費 定額 25万円

（４）効率的な生産のための共同利用機械等の導入経費 1/2以内

（５）集落営農の取組を地域の関係機関がサポートする経費 定額

《事業実施主体》

１及び２（１）～（４）：市町村、 ２（５）：県、市町村

【採択要件】

１ 組織の定款又は規約を有すること。

２ 共同販売経理を実施していること。

３ 人・農地プランもしくは地域計画に位置付けられていること。

４ 具体的な取組の実行への支援を受けるためには、ビジョンの作成が必須となること。

実施期間 令和４～８年度 担 当 構造政策課 農村活性化グループ

（内線５０６３、直通０１７－７３４－９５３４）
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目 安全・安心な農産物生産 ／ 地域の活性化 ／ 中山間地域振興地域を変えるための切り口
的 ６次産業化の推進 加工・販売促進 ／ グリーン・ツーリズム
別 担い手の育成 労働力確保等 ／ 経営改善 ／ 法人化 ／ 女性活動支援

機械・施設の整備 施設導入 ／ 機械購入
実施主体別 県 ／ 個人 ／ 任意団体

事業名 女性起業課題解決・活躍促進事業（国庫・継続）
【地域女性活躍推進交付金】

アピール 農山漁村女性の起業を積極的に支援するほか、女性起業が抱える課題の解消
ポイント に向けた支援を行う。

女性の視点を生かした起業活動を支援し、農山漁村女性 予算額 3,192（千円）
事 の活躍を推進するとともに、次世代を担う女性起業家の育
業 成と地域活動等の発展を図る。 国 451
の 内
趣 県 2,741
旨 訳

その他 －

１ 女性起業の促進 補助率 標準事業費
事 （１）実態調査
業 女性起業の実態・課題を把握するために、起業活動実態
の 調査を実施
内 （２）基礎講座
容 食品衛生法、食品表示の改正など関連法規や技術習得の
等 ための基礎的な講座を開催（各県民局１回）

（３）ステップアップ講座
事業拡大、技術向上のための専門的な講座を開催

（年２地区）
（４）女性起業専用サイトの開設

県ＨＰ内に女性起業の専用ページを開設し、モデルとな
る優良事例や補助事業等の支援策について紹介

２ 起業活動支援
（１）事業経費の補助

新規参入 経営力向上 高付加価値化を目指した事業や 個人・一団、 、 、 １／２以内
加工技術の向上や継承につながる活動に必要な経費を補助 体当たり

《補助金上限額》１件当たり500千円以内 1,000千円
（２）フォローアップ

補助事業活用者に対し、事後アンケート等で追跡調査を
行い、課題解決や経営発展に向けた指導や助言を実施

【採択要件】
１ 事業実施主体

県内で農林漁業に従事している女性、又はこれらの女性が中心となり組織する団体であ

ること。
【令和５年度実施計画等】

未 定

実施期間 令和５～７年度 担 当 農林水産政策課 農業改良普及グループ
（内線４９９０、直通０１７－７３４－９４７３）
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目 地域の活性化地域を変えるための切り口
的 担い手の育成 新規就農 ／ 法人化 ／ 集落営農
別 農地の利用集積 農地売買・貸借 ／ 農作業受委託 ／ 規模拡大・集団化

実施主体別 市町村

事業名 地域計画策定推進緊急対策事業（国庫・新規）

【地域計画策定推進緊急対策事業】

アピール 農業者等による協議（話合い）を踏まえ、地域の農業の在り方や農地利用の

ポイント 姿を明確化した「地域農業経営基盤強化促進計画」の策定を支援する。

地域の農業者等の話合いに基づき、地域が目指すべき将 予算額 39,256（ ）千円

事 来の農地利用の姿等を明確化する地域農業経営基盤強化促

業 進計画（地域計画）の策定に向けた取組を支援し、農業の 国 39,256

の 成長産業化及び農業所得の増大を図る。 内

趣 県 －

旨 訳

その他 －

１ 市町村推進事業 補助率 標準事業費

事 地域計画の策定に向けた市町村の以下の取組を支援

業 （１）地域の農業者等による協議の場の設置等 定額 －

の ア 協議の場の設置に係る調整等

内 イ 協議の実施

容 ウ 協議の結果の取りまとめ・公表

等 （２）地域計画の策定等

ア 地域計画の策定

イ 関係者への説明会等の開催

ウ 地域計画の周知及びフォローアップ

２ 農業委員会推進事業

地域計画のうち目標地図の素案の作成を支援

《事業実施主体》

市町村、農業委員会

実施期間 令和５～６年度 担 当 構造政策課 農地活用促進グループ

（内線５０５４、直通０１７－７３４－９４６２）
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中山間地域振興地域を変えるための切り口
目 ６次産業化の推進 加工・販売促進
的 担い手の育成 研修・訓練 ／ 経営改善 ／ 法人化
別 農地の利用集積 農作業受委託 ／ 規模拡大・集団化

機械・施設の整備 施設導入 ／ 機械購入
融資制度 融資

実施主体別 株式会社日本政策金融公庫

事業名 農業改良資金（国庫・継続）

アピール 担い手の農業経営改善に向けたチャレンジを無利子で貸付けすることで支援す
る。

農業の担い手が農業経営の改善を目的として創意と自主 予算額 (公庫資金)（千円）
事 性を活かしつつ、農畜産物の加工を始めたり、新作物に取
業 り組む場合、あるいは農畜産物又はその加工品の新たな生 国 －
の 産方式や販売方式を導入する場合などチャレンジするのに 内
趣 要する資金を無利子で貸付けする。 県 －
旨 訳

その他 －

１ 貸付対象事業 補助率 標準事業費
事 新たな農業部門の経営の開始などに必要な施設や機械の改
業 良、造成、取得費、果樹・家畜の導入、その他初度的経費 － －
の
内 ２ 貸付対象者
容 （１）農商工等連携促進法の認定を受けた農業者、中小企業者
等 等

（２）農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
（３）米穀新用途利用促進法の認定を受けた農業者、製造事業

者等
（４）六次産業化法の認定を受けた農業者等、促進事業者（中

小企業者に限る ）。
（５）みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等

３ 貸付利率
無利子

４ 償還期間（据置期間）
１２年以内（３年以内※特例５年）

５ 貸付限度額
（１）個人 5,000万円
（２）法人 １億5,000万円

実施期間 昭和３１年度～ 担 当 団体経営改善課 農業団体指導グループ
（内線４７９９、直通０１７－７３４－９４５９）
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中山間地域振興地域を変えるための切り口
目 ６次産業化の推進 加工・販売促進
的 担い手の育成 研修・訓練 ／ 経営改善 ／ 法人化
別 農地の利用集積 農作業受委託 ／ 規模拡大・集団化

機械・施設の整備 施設導入 ／ 機械購入
融資制度 利子補給

実施主体別 農協 ／ 法人 ／ 個人 ／ 任意団体

事業名 農業近代化資金（県単・継続）

アピール 農地取得以外の幅広い資金需要に対応する長期で低利な資金を貸付けする。

農業者等の経営の近代化に資すると認められる施設等の 貸付枠 1,200,000（千円）
事 導入に対し資金を低利で貸付けする。
業 国 －
の 内
趣 県 1,200,000
旨 訳

その他 －

１ 貸付対象事業 補助率 標準事業費
事 （１）農産物の生産、流通又は加工に必要な施設（農機具等を
業 含む）の改良、造成又は取得（認定農業者は復旧も対象） － －
の （２）果樹その他永年性植物の植栽又は育成
内 （３）乳牛その他の家畜の購入又は育成
容 （４）事業費1,800万円を超えない規模の農地等の改良、造成
等 （認定農業者は復旧も対象）

（５）長期運転資金
（６）農村環境整備資金
（７）農村における給排水施設の改良造成又は取得等

２ 貸付対象者
（１）認定農業者、認定新規就農者、要件に合致する農業者等
（２）農協、農協連合会等

３ 貸付利率
１．０％ ※R5.3.20現在

４ 償還期間（据置期間 （原則））
（１）農業者等 １５年以内（３年以内）
（２）農協等 １５年以内（３年以内）

５ 貸付限度額
（１）個人 1,800万円
（２）法人 ２億円

６ 融資率
80％以内（認定農業者は100％以内）

実施期間 昭和３６年度～ 担 当 団体経営改善課 農業団体指導グループ
（内線４７９９、直通０１７－７３４－９４５９）
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目 ６次産業化の推進 加工・販売促進
的 担い手の育成 新規就農 ／ 労働力確保等 ／ 経営改善 ／ 法人化
別

実施主体別 県 ／ 農業法人

事業名 農業経営・就農支援体制整備推進事業（国庫・継続）
【農業経営・就農サポート推進事業・農業経営高度化支援事業】

アピール 農業経営の法人化、円滑な経営承継、新規就農者の定着促進等の多様な経営
ポイント 課題について、中小企業診断士や税理士、社会保険労務士、農業経営士等の登

録専門家から無料でアドバイスを受けられる。

関係機関と連携して農業経営及び就農等希望に関する相 予算額 11,584（ ）千円
事 談・支援体制を整備し、農業者及び就農等希望者に対する
業 経営相談・診断、課題に応じた専門家派遣・巡回指導その 国 11,491
の 他の個別支援を行い、農業経営の法人化、農業経営の確立 内
趣 ・発展、経営資源の確実な次世代への継承ほか、新規就農 県 93
旨 及び新規就農者の早期定着・促進を図る。 訳

その他 －

１ 農業経営・就農サポート推進事業 補助率 標準事業費
事 （１）実施体制の整備（農業経営・就農支援センターの設置）
業 相談窓口の設置、センター運営会議・経営戦略会議の開
の 催、経営・就農専属スタッフの配置、専門家の登録等
内 （２）経営サポート活動

、 、容 ア センター運営会議において 重点支援対象者を決定し
等 経営専属スタッフによる経営診断後、経営戦略会議で農

業者毎の経営戦略（伴走型支援計画等）を策定
イ 専門家等から構成される支援チームを編成し、伴走型
支援を実施 － －

ウ 相談カルテの作成により、関係機関と情報を共有
エ 経営相談会、経営セミナー等の実施

（３）就農サポート活動
ア 就農希望者等からの相談対応
イ 就農に関する情報提供等

（４）農業を担う者の確保・育成プロジェクト活動
重点支援対象者の掘り起こし、人材確保推進活動（就農

希望者等へのPR・情報提供 、研修会・相談会の開催等）

２ 農業経営高度化支援事業
農業経営・就農サポート推進事業等による経営診断を受け 定額 １取組当た

て、事業実施年度又はその前年度に法人化した経営体（集落 り25万円
営農組織を除く）の法人化に係る取組に対する補助
要件：適切な就業規則を整備し、法人設立後、当該補助金交

付年度において、雇用契約の締結に際し、期間の定め
のない雇用又は７か月以上の期間を定めた者を雇用し
ていることほか

【採択要件】
１ 管轄の農業普及振興室に重点支援対象者となる旨の同意書を提出すること。
２ 重点支援対象者は経営診断に必要な直近３か年分の確定申告書（損益計算書、貸借対
照表など）の写しを提出すること。

実施期間 令和３～５年度 担 当 構造政策課 担い手育成グループ
(内線５０５８・５０５９、直通 )０１７-７３４-９４６３
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目 担い手の育成 研修・訓練 ／ 経営改善 ／ 法人化
的
別

実施主体別 県 ／ 個人

事業名 あおもり新農業人サポート事業のうち
若手農業トップランナーの育成（県単・継続）

アピール トップランナー塾生の企画力とネットワーク力を生かした新たな事業展開を
ポイント 支援することにより、本県農業の将来を担う総合的能力の高い若手農業者を育

成する。

柔軟な発想と大胆な行動力、経営管理力やマーケティン 予算額 3,487（ ）千円
事 グ力を持って、本県農業の新たなステージを切り開き、果
業 敢に農業にチャレンジする「若手農業トップランナー」の 国 －
の 育成や修了生の取組強化を支援する。 内
趣 県 3,487
旨 訳

その他 －

１ 若手農業トップランナー塾生の公募 補助率 標準事業費
事 ・チャレンジコース（第14期生） 20組（名）程度
業 ・レベルアップコース（塾修了生）10組（名）程度 － －
の
内 ２ チャレンジコースの開催
容 （１）経営やマーケティング、６次産業化等のセミナー
等 （２）塾修了生ほ場での県内優良事例視察研修

（３）塾生が希望する農業法人、研究機関等の県外視察研修
（４）アグリフードEXPO（全国展示商談会）への出展
（５）トップランナーのネットワーク活動を生かした支援（あ

おもりマルシェでの販売演習等）

３ レベルアップコースの開催
（１）経営戦略の作成など経営発展に直結する実践セミナー
（２）塾生が希望する農業法人、研究機関等の県外視察

４ 現役塾生と塾修了生との情報交換会の開催

５ トップランナーのネットワーク活動を生かした支援
あおもりマルシェ等の活動を応援

【採択要件】
１ チャレンジコース（第15期生）

新たな付加価値の創造につながる可能性にチャレンジする意欲がある若手農業者であ
ること 自らのチャレンジプラン<５か年>を作成し 県への応募を経て トップランナー（ 、 、
塾生として選定された者 。）

２ レベルアップコース
若手農業トップランナー塾修了生で、資質向上や取組強化に挑戦する者であること。

実施期間 令和４～６年度 担 当 構造政策課 担い手育成グループ
（内線５０６０、直通０１７－７３４－９４６３）
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